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建設工事一般競争入札事務取扱要領の一部改正について（通知） 

 

このことについて、建設工事一般競争入札事務取扱要領（平成22年３月31日付け21高建管第1266

号土木部長通知）の一部を別添のとおり改正しましたので、通知します。 

改正内容は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 概要 

入札参加資格の要件の追加及び入札公告のうち設計内容の軽微な変更に伴う入札の続行が

できるようにすることとし、所要の改正を行うものです。 

なお、下記（１）、（３）、（４）、（５）以外の改正については、従来の取扱いを改めるもの

ではありません。 

 

２ 改正内容 

（１）入札参加資格を有する者として、建設業法第８条第９号に該当しない者であること

を追加しました。 （第２の１（５）関係） 

（２）入札参加資格のうち、地域要件を付す場合の表記について整理しました。 

  （第２の４（１）関係） 

（３）工事費内訳書の提出について、請負対象金額500万円未満の建設工事においても、記

載内容の不備により当該入札に係る工事費内訳書と特定できない場合に失格の取扱い

とすることとしました。 （第３の４（１）関係） 

（４）公告であらかじめ示した場合に、質疑等により設計内容の軽微な変更を要すると判

断したときに入札を続行できることとし、その場合の取扱いを定めました。 

  （第３の７関係） 

（５）ＷＴＯ政府調達協定の対象となる一般競争入札について、政令による基準額の変更

に対応しました。 （第６の１関係） 

（６）その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

３ 施行日 

この改正は、平成28年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用します。 

様 
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建設工事一般競争入札事務取扱要領 

高知県土木部 

 

第１ 対象案件 

建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事（以下「工事」とい

う。）のうち請負対象金額（消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）3,000万円以上

のもの及び工事に係る委託業務（高知県公共工事等契約指針（平成20年７月９日付け20高建

管第291号副知事通達）第２の２に定義する委託契約に関する業務に限る。以下「委託業務」

という。）のうち委託対象金額（消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）5,000万円

以上のものは、原則として次のいずれかの一般競争入札とする。土木部では、すべての工事

及び委託業務において、一般競争入札とすることができる。 

１ 総合評価方式 

入札価格以外の要素を入札価格と併せて評価し、落札決定を行う。 

土木部では、請負対象金額5,000万円以上のすべての工事は原則として次の総合評価方式

によらなければならないほか、請負対象金額1,000万円以上5,000万円未満の工事において

も総合評価方式とすることができる。 

（１）高度技術提案型 

技術的な工夫の余地が大きい高度の技術力を要する工事で、企業及び配置予定技術者

の評価を行うとともに、構造物の品質の向上を図る技術提案を求める。また、技術提案

に基づいて予定価格を調製する。請負対象金額２億円以上の、高度技術提案型が適当と

判断される案件で適用する。 

（２）技術提案型 

技術的な工夫の余地が大きい工事で、企業及び配置予定技術者の評価を行うとともに、

施工上の工夫等一般的な技術提案を求める。請負対象金額２億円以上の、技術提案型が

適当と判断される案件で適用する。 

（３）施工計画型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、企業及び配置予定技術者の評価を行うとともに、

簡易な施工計画の提案を求める。請負対象金額1,000万円以上の、施工計画型が適当と判

断される案件で適用する。 

（４）企業評価型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、企業及び配置予定技術者の評価は行うが、施工

計画の提案は求めない。請負対象金額２億円未満で、簡易な施工計画の提案を求めるこ

とは特に必要ないと判断される案件で適用する。 

 

２ 低入札価格調査制度 

（１）低入札価格調査制度による入札では、最低制限価格に代えて調査基準価格及び失格基

準を設け、調査基準価格を下回る入札を行った者（以下「低入札者」という。）がある

場合には、入札保留としたうえでその価格で適正な施工が可能かどうか（失格基準に該

当しないかどうか）を判断して、落札決定を行う。その他、この制度による入札につい

ては、建設工事低入札価格調査制度事務処理要領（平成19年６月20日付け19高建管第270

号副知事通知）に基づき運用する。 

（２）低入札価格調査制度は、すべての総合評価方式による一般競争入札において低入札価

格調査制度による施工体制確認型総合評価方式として適用するほか、総合評価方式によ
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らない請負対象金額１億円以上の建設工事に係る入札においても適用する。 

 

３ 最低制限価格制度 

（１）工事については請負対象金額１億円未満かつ総合評価方式によらない一般競争入札に

おいて、委託業務については委託対象金額にかかわらず、最低制限価格を適用する。 

（２）最低制限価格制度適用の一般競争入札では、最低制限価格を下回る入札価格の入札者

は、失格とする。 

 

４ 事後審査方式 

（１）電磁的記録を用いた一般競争入札（以下「電子入札」という。）においては、原則と

して、入札価格の最も低い（総合評価方式においては、評価値の最も高い）落札者とな

り得る者（以下「落札候補者」という。）のみについて入札参加資格の審査を開札後に

行う方式（以下「事後審査方式」という。）とする。電子入札によらない案件において

も、必要に応じて事後審査方式とすることができる。 

（２）事後審査方式では、開札後落札決定を一旦保留して、落札候補者の入札参加資格の有

無を判断することとし、入札参加者全員について、一般競争入札参加資格の確認及び通

知は行わない。事後審査方式でない案件では、入札参加者全員の入札参加資格の審査を

開札前に行う方式（以下「事前審査方式」という。）となり、事前に一般競争入札参加

資格確認通知を行わなければならない。 

（３）事後審査方式の案件は、入札公告にその旨明記しなければならない。 

 

第２ 入札参加資格 

１ 一般的な入札参加資格要件 

（１）工事にあっては対象工事に係る業種について高知県建設工事競争入札参加資格を、委

託業務にあっては対象委託業務に係る部門について高知県測量建設コンサルタント等競

争入札参加資格を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成14

年法律第154号）に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための

特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）に基づく特定債務等の調整に係る調停の

申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てのいずれ

も行っていない者であること。その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事

が別に定める手続により、高知県建設工事競争入札参加資格又は高知県測量建設コンサ

ルタント等競争入札参加資格の再認定を受けている者であること。 

（４）公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱（平成17年８月高

知県告示第598号）又は指名回避措置基準要領（平成17年８月25日付け17高建管第223号

土木部長通知）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 

（５）建設業法（昭和24年法律第100号）第８条第９号に該当しない者及び高知県の事務及び

事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月高知県訓令第１号）第２条第２

項第５号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 

 

２ 個別の入札参加資格要件 

（１）対象工事の業種に関する経営事項審査の総合評点 
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（２）対象工事と同種・類似工事の施工実績。入札参加資格要件として求める同種・類似工

事の内容及び程度は、案件ごとに設定する。 

（３）配置予定技術者における適正な有資格及び同種・類似工事の従事経験。ただし、特に

必要がないと判断された場合には、同種・類似工事の従事経験は問わないことができる。 

（４）総合評価方式においては、施工計画の提案その他の評価項目を案件ごとに定める。 

（５）第６のＷＴＯ政府調達協定の対象となる一般競争入札以外の制限付一般競争入札にお

いては、対象工事の内容に応じて次の資格要件を定めることができる。 

① 高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における格付け又は総合点数 

② 建設業法に基づく許可を受けた営業所の所在地 

③ その他対象工事の施工に関して必要な事項 

 

３ 特定ＪＶ案件における入札参加資格要件 

（１）特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）方式の入札においては、特定Ｊ

Ｖの各構成員は当該入札に参加する他の特定ＪＶの構成員を兼ねることができない。 

（２）中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等協同組合

は、特定ＪＶの構成員となることはできない。 

注 いわゆる協業組合は、中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に

基づくものであり、（２）には該当しない。 

 

４ 地域要件の取扱い 

（１） ２の（５）②の設定については、次の区分により取扱う。 

① 入札参加対象者が県内業者と県外業者の場合 

設定しない。ただし、県外業者で県内又は四国内に建設業法第３条第１項に規定

する営業所のうち従たる営業所を有する者を対象とする場合には、その旨を設定す

る。 

② 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地（市町村）

は限定しない場合 

「高知県内に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（ 以下

「主たる営業所」という。）を置く者」と設定する。 

③ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を土木事務

所管内に限定する場合 

「高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）に規定する○○土木事務所

の所管区域内に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下

「主たる営業所」という。）を置く者（平成○年度建設工事競争入札参加希望区域

登録申請（以下「希望区域登録申請」という。）を行い、入札区域を○○土木事務

所以外の土木事務所として認められた者を除く。）又は希望区域登録申請を行い、

入札区域を○○土木事務所として認められた者」と設定する。 

④ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を土木事務

所の所内事務所管内に限定する場合 

「高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）に規定する○○土木事務所

の所管区域内に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（ 以下

「主たる営業所」という。）を置く者であって、◎◎事務所管内に主たる営業所を

置く者（希望区域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所以外の土木事務所と

認められた者を除く。）又は希望区域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所
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として認められた者であって、◎◎事務所管内に営業所を置く者。」と規定する。 

⑤ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を市町村管

内に限定する場合 

「△△市（町）（村）に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営

業所（以下「主たる営業所」という。）を置く者（希望区域登録申請を行い、入札

区域を○○土木事務所以外の土木事務所として認められた者を除く。）又は希望区

域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所として認められた者であって、△△

市（町）（村）に営業所を置く者」と設定する。 

（２）土木一式工事の一般競争入札において、格付Ａ等級の業者を入札参加対象者とする案

件においては、（１）③～⑤の地域要件を設定することができない。 

ただし、格付Ｂ等級に加えてＡ等級の業者の参加を認めるもの（請負対象金額5,000

万円以上7,500万円未満の案件）においては、例外的に（１）③の地域要件を設定する

ことができる。 

（３）希望区域登録申請を行い認められた入札参加者については、当該土木事務所管内に主

たる営業所（本社又は本店）を置く者と同一の取扱いが行われること。 

 

５ 入札参加資格要件等の決定方法 

（１）土木部又は土木事務所技術審査会において、次の事項を決定する。 

① ２の入札参加資格要件の設定 

② 総合評価方式の採用の有無及び評価項目の設定並びに評価 

③ 特定ＪＶ方式の採用の有無（高知県建設工事共同企業体取扱要領（平成16年４月28

日付け16高建管第67号土木部長通知）によること。） 

④ その他、対象案件に関して必要な技術的事項 

（２）他部局から土木部に入札執行の委任又は依頼のあった案件については、土木部技術審

査会が（１）について決定する。 

 

第３ 入札公告 

１ 入札公告の方法 

（１）電子入札では、入札情報システム（電子入札システムと連携している。）で行う電子閲

覧方式とする。併せて、入札実施機関では書面の入札公告の頒布（見やすい場所に、「持

ち帰り自由」として置く方法をいう。以下同じ。）を行う。電子入札以外の案件も、高知

県土木行政総合情報システム（以下「総合情報システム」という。）を活用する限り、入

札情報システムと連携するため、同様の取扱いとする。 

（２）他部局課室で、総合情報システム及び電子入札システムの活用ができず、電子入札と

しない場合にあっては、当該課室のホームページ（以下「ＨＰ」という。）に入札公告を

掲載するとともに、併せて書面の頒布も行う。 

（３）入札情報システムは、高知県ＨＰトップページの「入札情報」メニューとリンクして

いる。他部局課室が当該課室ＨＰに入札公告を掲載する場合には、会計管理局会計管理

課に依頼して高知県ＨＰトップページ「入札情報」とリンクさせなければならない。 

 

２ 入札公告の内容 

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号）第８条の規定に基づき、次の事項を明示

し、別添１により起案する。 

① 工事名、工事概要 
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② 入札参加者の資格要件 

③ 申請書の提出方法、期限 

④ 金抜設計書及び図面の閲覧の方法 

⑤ 入札の日時及び場所 

⑥ 入札条件（入札方法、総合評価方式又は低入札価格調査制度若しくは最低制限価格

制度適用の有無、入札保証金及び契約の保証金の取扱い等） 

⑦ 入札の無効に関する事項 

⑧ その他の必要事項 

 

３ 標準公告例 

標準公告例は、別に定める。 

 

４ 申請書様式 

（１）申請書の様式は次のとおりであり、入札公告に綴じこむとともに、入札情報システム

からダウンロードできるようにする。様式の具体は、別に定める公告例を参照のこと。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書 

② 同種・類似工事の施工実績 

③ 配置予定技術者名簿 

④ 特定建設工事共同企業体協定書（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑤ 使用印鑑届（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑥ 委任状（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑦ 配置予定技術者の重複について 

⑧ 工事費内訳書（建設工事に係る入札の場合に限る。） 

（２）総合評価方式にあっては、次の様式を加える。様式の具体は、別に定める公告例を参

照のこと。 

① 企業の評価項目一覧表 

② 配置予定技術者の評価項目一覧表 

③ 企業の評価に係る同種・類似工事の実績一覧表 

④ 配置予定技術者の評価に係る同種・類似工事の実績一覧表 

⑤ 施工上の課題に関する所見（施工計画型の場合） 

⑥ その他評価に必要な関係書類 

 

５ 設計書等の閲覧 

（１）電子入札では、電子閲覧方式に限るものとし、閲覧場所を設けての閲覧用設計書等の

書面閲覧は行わない。 

（２）電子閲覧は、入札情報システムに掲載した入札公告に併せて設計書等を掲載する方法

で行う。設計書等はそのままＰＤＦ化したものを掲載するが、ＰＤＦ化にあたりプリン

トアウトした際に情報が欠落することのないよう、レイアウトには注意すること。 

（３）機器の故障等の事情により電子閲覧が困難な閲覧希望者に対しては、そのコピーを貸

し出す等の便宜を図ること。 

（４）電子入札によらない案件については、電子閲覧を行うとともに、従来どおり閲覧場所

を設け、入札公告後速やかに書面の設計書等を４部以上閲覧に供し、うち１部は持出禁

止とする。 

（５）電子入札によらない土木部以外の他部局課室にあっては（１の（２）の事例）、可能な
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限り入札公告を掲載した当該課室のＨＰにＰＤＦファイルによる設計書等を併せて掲載

するとともに、希望者には設計書等のＣＤ－Ｒ又は書面のコピーを貸し出すこととして、

閲覧場所での書面閲覧は行わない。 

 

６ 設計書等に関する質問及び回答 

（１）入札参加者から設計内容に関して質問があったときは、入札参加者全員に質問内容及

び回答を電子メールにより通知する。 

（２）質問及び回答は必ず電子メールにより行い、電話等その他の方法でのやり取りは行わ

ない。質問は、電子メールによる書面に限ることを、入札公告に明記しなければならな

い。 

（３）質問及び回答文書の様式は、任意で差し支えない。 

（４）電子入札による案件では、回答の最終期限は入札期限（入札金額の登録期限をいう。

以下同じ。）の２日前、質問提出の最終期限は入札期限の７日前とする。電子入札によら

ない案件では、回答の最終期限は開札予定日の３日前、質問提出の最終期限は開札予定

日の８日前とする。 

 

７ 設計内容の軽微な変更による入札の続行 

（１）入札公告期間中の質疑等を踏まえ、予定価格の算出基礎となる設計書の内容について

再精査を行った結果、設計内容の変更を要すると判断した場合にあっても、次の要件を

すべて満たすものに限り、入札を続行することができるものとする。 

ア 入札参加資格要件及び入札参加条件の変更を要さず、工期等を大幅に変更するもの

でないこと 

イ 設計内容の変更が、入札の公平性を害さない程度に軽微なものであると認められる

もの 

ウ あらかじめ入札公告において、設計内容の軽微な変更により入札を続行する場合が

あることを示し、かつ、入札を質疑回答後から開始することとしたものであること 

（２）設計内容の軽微な変更により入札を続行することとした場合は、次のアからウまでの

とおり取り扱うこと。 

ア 入札公告期間中に、軽微な変更を行った設計書を改めて作成し、決裁を受ける。こ

のとき、質疑回答（案）の伺に変更した設計書を添付し、質疑の回答と併せて決裁す

ること。 

イ 一般競争入札参加資格確認申請書提出者に対し、質疑への回答と併せて、変更資料

等を改めて提示し、入札を続行する。 

ウ 決裁後、開札までに予定価格を調製する（軽微な変更により、設計書に記載した金

額が変更される場合は、変更後の設計書によること）。 

 

 

第４ 入札参加資格の確認等 

１ 事後審査方式における入札参加資格の確認 

（１）落札候補者について、第２の入札参加資格の有無の確認を行った結果失格となる者に

ついては、電子入札にあっては建設工事電子競争入札心得（平成22年１月15日付け21高

建管第939号土木部長通知。以下「電子入札心得」という。）別記第４号様式により、電

子入札によらない案件にあっては、電子入札心得別記第４号様式に準じた様式により、

それぞれ電子メールにより通知を行う。 
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（２）総合評価方式では、施工計画評価を除き、申請時の自己評価点により仮の評価を行う。

落札候補者については、入札参加資格の有無と併せて評価点を確認することで正式な評

価値を決定し、その値が有効な入札を行った者の中で最も高いことが確認された場合に

落札決定を行い、当該落札候補者を落札者とする。 

なお、自己評価点を誤って申請したことが判明した場合に、申請時の自己評価点に

加点する補正は行わず、減点がある場合のみ補正を行う。（５）において補正を指示す

る場合にも同様とする。 

（３）確認により落札候補者が失格となる場合には、次順位者（総合評価方式を適用しない

入札では予定価格の範囲内で落札候補者に次いで入札価格が低いため落札者となり得る

者を、総合評価方式を適用する入札では予定価格の範囲内で落札候補者に次いで評価値

が高いため落札者となり得る者をいう。以下同じ。）について、直ちに入札参加資格の有

無の確認を行う。次順位者も失格の場合には、その次の次順位者について入札参加資格

の有無の確認を行う。以下、同様にして、入札参加資格を有する者が得られるまで行う。 

（４）入札参加者全員が失格となり落札者が得られない場合には、当該入札は入札不調とし

て処理すること。 

（５）事後審査方式では、別に定めるところにより、落札候補者から入札参加資格の有無の

確認及び総合評価方式に係る評価の確認のために必要な書類の追加提出を求め、不備の

ある書類については、追加書類の提出期限日までに補正を促すこととする。補正を指示

すべき事項の例としては、次のようなものが考えられる。 

① 申請者の住所、商号及び代表者氏名のいずれかの記載誤り。 

② 「同種工事の施工実績」に記載の工事が、添付されたCORINS工事カルテ等の内容と

一致しないこと。 

③ 「配置予定技術者名簿」に記載の技術者氏名、免許の種別、雇用期間、従事経験の

概要等が、添付された健康保険証の写し、資格を証明する書類の写し、従事経験を証

明するCORINS工事カルテ等の内容と一致しないこと。 

④ 配置予定技術者の重複が判明したにもかかわらず、「配置予定技術者の重複につい

て」の届出がないこと。 

⑤ その他、総合評価方式に係る記載内容が、添付されたCORINS工事カルテ、工事成績

評定等の内容と一致しないこと。 

 （６）落札候補者に入札参加資格が有ること及び評価点が確認できた場合には、直ちに落札

決定を行う。落札決定は、電子入札の場合は電子入札システムの「入札結果登録」の出

力書面により、電子入札によらない案件の場合は別添２の落札決定通知により、それぞ

れ落札決定のための決裁をとる。 

（７）電子入札の場合には、落札者決定の入力により、電子入札システムが自動的に落札者

決定通知を送信する。電子入札によらない案件にあっては、直ちに別添２を落札者に電

子メールにより通知する。 

（８）落札決定後、入札情報システムに入札結果を登録する。この際、別途定める入札記録

の様式（総合評価方式とそれ以外で様式は異なる。）のファイルを添付すること。電子入

札によらない案件にあっても、同様の方法で、総合情報システムから入札情報システム

に入札結果を登録する。 

（９）電子入札によらない土木部以外の部局課室の案件（第３の１（２）の事例）にあって

は、入札情報システムを活用できないため、入札記録は当該課室のＨＰに掲載するもの

とする。 
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２ 事前審査方式における入札参加資格の確認 

（１）次の関係書類を使用する。 

① 一般競争入札参加資格確認通知書 （別添３） 

② 一般競争入札参加申請審査表   （別添４） 

（２）申請書を受理する際には、受付印を押印して受理日を明確にしておく。 

（３）申請書は、申請者が明らかに入札参加資格を有しないとき又は申請関係書類が足らな

い等の形式的に不備があるときを除き受理する。 

（４）申請関係書類の内容が入札参加資格要件を満たすものであるかどうかの審査は、申請

関係書類の受理時又は受理後に速やかに行い、不備のある申請については、申請者に対

して申請関係書類提出期限日までの補正を促す。 

（５）補正を指示すべき事項の例としては、次のようなものが考えられる。 

① 申請者の住所、商号及び代表者氏名のいずれかの記載誤り。 

② 「同種工事の施工実績」に記載の工事が、添付されたCORINS工事カルテ等の内容と

一致しないこと。 

③ 「配置予定技術者名簿」に記載の技術者氏名、免許の種別、雇用期間、従事経験の

概要等が添付された健康保険証の写し、資格を証明する書類の写し、従事経験を証明

するCORINS工事カルテ等の内容と一致しないこと。 

④ 配置予定技術者の重複が判明したにもかかわらず、「配置予定技術者の重複につい

て」の届出がないこと（この場合のみ、新たに届出を提出させる。）。 

（６）関係書類提出期限前であれば、申請者の意向により申請書等の変更（差替）を認める

ことは差し支えない。このときには、新たに提出された申請書等の審査を改めて行う。 

（７）補正は、一般競争入札参加資格確認についての起案までに完了することを原則とする

が、軽微な事項（事業者の施工実績要件、配置技術者の資格要件及び施工従事経験要件

に関すること等入札参加要件に直接関係するもの以外のもので、例えば商号（氏名）又

は住所の誤字等）の補正については、入札執行日前日までに終えることとして差し支え

ない。 

（８）差し替えによる補正は、申請関係書類提出期限後に配置予定技術者を変更する等、業

者及び配置技術者に関する入札参加資格の技術的要件に関わるもの（総合評価方式の評

価項目に関わるものを含む。）では、これを認めない。 

（９）当該入札の入札参加資格の有無については、一般競争入札参加申請審査表（別添４）

を作成したうえ、一般競争入札参加資格確認結果書（別添５）と併せて決裁を受ける。

入札参加資格があると認めた者は、一般競争入札参加資格確認通知書（別添３）の「入

札参加資格の有無」欄を「有」として通知し、入札参加資格があると認められなかった

者は、「無」とした上でその理由を付して通知する。 

 

３ 配置予定技術者の専任制（事後審査方式・事前審査方式共通事項） 

（１）請負対象金額2,500万円（建築一式工事は5,000万円）以上の工事の配置技術者は、専

任であることが求められる。専任を要する期間は、工事着手から完成検査終了までの間

である。 

（２）一般競争入札の申請時に届出が必要な配置予定技術者の専任制は、入札（開札）時に

確保されている必要はなく、契約締結後、着手時に確保されれば足ること。 

 

４ その他（事後審査方式・事前審査方式共通事項） 

（１）申請関係書類の提出期限は、次表のとおりとすること。 
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総合評価方式で施工計画等の技術提案の

あるもの（事後審査） 

入札公告日の翌日から起算して13日後以降で

設定 

総合評価方式で施工計画等の技術提案の

あるもの（事前審査） 

入札公告日の翌日から起算して10日から20日

後以降で設定 

総合評価方式で施工計画等の技術提案の

ないもの（事後審査） 

入札公告日の翌日から起算して８日後以降で

設定 

総合評価方式で施工計画等の技術提案の

ないもの（事前審査） 

入札公告日の翌日から起算して10日後以降で

設定 

総合評価方式の適用がないもの 
入札公告日の翌日から起算して８日後以降で

設定 

（２）公告で定める入札参加資格の有無に関し、技術要件上の疑義がある申請については、

必要に応じて技術審査会に諮ること。 

（３）公告で定める入札参加資格要件を満たしているにもかかわらず、開札結果によらない

特別な事情により事前審査方式において入札に参加させない場合又は事後審査方式にお

いて失格とする場合には、事前に建設管理課（契約担当）と協議すること。 

（４）「入札参加資格なし」とされた者は、指名業者選定等に関する苦情処理要領（平成13

年３月23日付け12監第3669号副知事通知）に基づき、通知を受けた日の翌日から起算し

て閉庁日を除く３日以内に、入札実施機関に対し書面でその理由を求めることができる。

入札実施機関は、当該書面を受理した日の翌日から起算して閉庁日を除く５日以内に、

書面により回答しなければならない。 

（５）事業譲渡、会社分割等により建設業を譲り受け、承継した事業者（以下「承継事業者」

という。）は、当該事業譲渡、会社分割等が高知県建設工事競争入札参加資格審査要綱（平

成16年８月高知県告示第543号）において合併と同様に取り扱われる場合においては、当

該事業譲渡、会社分割等が行われた事業者の施工実績等を引き継ぐことができるものと

する。このとき、個別の案件の入札参加資格及び総合評価の確認においては、当該承継

事業者の施工実績等として評価の対象とする。 

 

第５ 入札の執行等 

１ 基本事項 

（１）入札参加者には、あらかじめ建設工事競争入札心得（平成19年12月７日付け19高建管

第808号土木部長通知。以下「入札心得」という。）又は建設工事電子競争入札心得（平

成22年１月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下「電子入札心得」という。）の

内容の周知を図る。入札心得は高知県ＨＰの建設管理課ページに掲載し、入札実施機関

においても頒布を行う。 

（２）一般競争入札参加資格確認通知書で「入札参加資格有」とした者であっても、入札日

において入札参加資格を喪失している者は、事前審査方式による場合には、入札参加を

認めない。事後審査方式による場合には、落札候補者となったときに失格とする。 

（３）事前審査方式で入札参加資格確認通知で資格有と通知した者が１人でもあるとき、又

は事後審査方式で入札参加資格確認申請をした者が１人でもあるときは、入札を行う。 

（４）入札の結果、落札者とすべき者がないときは、直ちに再度入札を２回まで行う（初度

入札を含めると３回となる）。ただし、電子入札による案件で再度入札となった場合にお

ける入札の受付期限は、対象となった入札の開札日の翌日（その日が閉庁日の場合は、

その日以降直近の開庁日。）とする。 
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（５）事後審査方式による場合又は低入札価格調査制度を適用する一般競争入札で低入札者

（入札参加申請時に建設工事低入札価格調査制度事務処理要領第６の低入札価格調査

（以下「低入札価格調査」という。）を辞退している者を除く。）があった場合には、開

札後直ちに入札を保留し、落札者は、入札後の審査又は調査の結果により決定する。 

（６） 低入札価格調査制度を適用する一般競争入札においては、調査基準価格以上の同額

の入札者（施工体制確認型総合評価方式では、低入札価格調査対象者を除いて評価値

が最も高く、かつ入札価格が調査基準価格以上の者）が複数あるときは、入札時にく

じ引きを行い（電子入札による場合を除く。）、すべての低入札者が失格となった場合

に落札者とすべき順位をあらかじめ決定する。 

 

２ 申請者がないときの取扱い 

（１）入札参加資格要件の見直しが可能な場合には、改めて入札公告を行ったうえで更改入

札を行う。予定価格調書は当初入札のものをそのまま使用し、契約の保証及び履行期限

を除き当初入札において示した予定価格、調査基準価格（最低制限価格）等の入札条件

を変更してはならない。工事の施行伺については、改めて行う必要はない。 

（２）入札参加資格要件の見直しが困難な場合には、（４）の随意契約の見積合わせを行う。 

（３）更改入札においても入札参加資格確認申請者がなく入札が成立しない場合又は更改入

札の執行にもかかわらず入札不調のため落札者が得られない場合には、（４）の随意契約

手続に移る。 

（４） （２）又は（３）により行う随意契約手続は、地方自治法施行令第167条の２第１項

第８号による。この場合でも、契約の保証及び履行期限を除き、当初入札において示し

た予定価格、調査基準価格（最低制限価格）等の入札条件を変更してはならない。ただ

し、契約締結の方法が変更となることから、工事の施行伺（随意契約の施行伺）は改め

て行う必要がある。詳細は、建設工事随意契約の事務取扱要領（平成20年３月25日付け

19高建管第1131号土木部長通知）によること。 

（５）設計を見直し、予定価格も変更するときには、同一工事としての同質性がもはやない

ことから、更改入札の執行とはならない。このときの入札のやり直しは、新規の入札執

行として扱う。 

 

３ 電子入札による案件における工事費内訳書の取扱い 

（１）電子入札による建設工事の競争入札においては、入札参加者は、電子入札システムに

よる入札価格の登録時に、工事費内訳書を提出しなければならない。 

（２）工事費内訳書は、電子入札システムで添付ファイルとして提出するものとし、押印は

必要ないこと。ただし、電子入札案件において、認められて紙入札を行う入札参加者に

ついては、書面で工事費内訳書を提出することになるので、押印が必要となる。 

（３）落札候補者又は低入札価格調査制度の適用がある場合における低入札者が工事費内訳

書を提出していないときは、その者を失格とする。 

（４）落札候補者又は低入札者から提出された工事費内訳書について、当該入札案件のもの

と特定できない場合（入札書記載の工事名又は工事番号と異なる、工事費内訳書に記載

の総合計金額が入札書記載金額と一致しない等の場合をいい、誤字等の軽微な誤りであ

る場合を除く。）は、その者を失格とする。 

（５）低入札者から提出された工事費内訳書について、建設工事低入札価格調査制度事務処

理要領第６の１の失格調査（以下「失格調査」という。）を行う。当該失格調査において、

工事費内訳書の記載誤りがある場合（実際の合計額が工事費内訳書に記載された数字と
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一致しない等をいう。）には、その者は失格とする。 

（６）直接工事費等が失格基準に該当するかどうかの判断は、失格基準相当額について端数

処理を行わずに比較する。 

例 一般管理費等の55％相当額（失格基準相当額）が9,999,999.99……円である場合 

工事費内訳書の一般管理費等の合計額が9,999,999円のときは失格基準相当額を下回る

ため失格、10,000,000円のときは失格基準相当額を下回っていないため有効とする。な

お、失格基準相当額に円未満の端数がないときに、失格基準相当額と工事費内訳書に記

載された金額とが同額の場合（例えば、失格基準相当額が9,999,999円のときに工事費内

訳書の一般管理費の記載額が9,999,999円であるとき）は、有効である。 

（７）落札者の工事費内訳書は、契約締結時において契約書に定める請負代金内訳書に代わ

るものとして取扱うものとする。 

（８）再度入札となった場合の工事費内訳書の提出期限は、入札受付期限と同様とする。た

だし、再度入札の場合、工事費内訳書は電子ファイルの添付ができないため、別に入札

公告で定める方法により提出しなければならない。 

 

４ 電子入札によらない案件における工事費内訳書の取扱い 

（１）建設工事に係る競争入札において電子入札によらない場合、入札参加者は、入札書の

投かんに際し、全員必ず入札書に記載される入札金額に係る工事費内訳書を提出しなけ

ればならない。なお、工事費内訳書をその場で作成することは認めず、入札時に工事費

内訳書の提出のない入札参加者は失格とする。 

（２）工事費内訳書提出時には、入札参加者の所在地、名称、工事番号及び工事名が記載さ

れていること及び押印されていることを確認する。 

（３） ３の（３）から（７）までの規定は、電子入札によらない案件における工事費内訳

書について準用する。 

（４）電子入札によらない案件において再度入札となった場合は、入札参加者は工事費内訳

書の提出を要しないものとする。ただし、低入札価格調査制度の適用がある場合の再度

入札において調査基準価格を下回る価格の入札を行った者については、入札心得第13条

第２項の規定を準用し、指示された日までに当該再度入札に係る工事費内訳書を提出し

なければならない。 

 

５ 落札者との契約締結の特例 

（１）落札者（落札者が共同企業体の場合にあっては、構成員のうちいずれかの者）につい

て、落札決定後契約締結までの間に次に該当した場合には、当該事案に応じて落札決定

を取り消すこと、又は契約を締結しないことがある。この旨は、入札公告に明記する。 

① 高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。 

② 高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたと

き。 

③ 建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業停止の処分を受けたとき。 

④ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第２条第２項第５号に掲

げる排除措置対象者又は建設業法第８条第９号に該当したとき。 

⑤ その他の事由により第２の入札参加資格を喪失したとき。 

（２） （１）により契約を締結しない旨を決定した場合には、新たな一般競争入札の執行

により契約の相手方を決定する。 

（３）予定価格５億円以上の工事又は製造の請負については、高知県契約条例（昭和39年高
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知県条例第２号）第２条の規定により、議会の議決により契約を締結することとなるこ

とから、これに該当する契約については、落札決定後に落札者と仮契約を締結し、議会

の議決後に本契約の効力発生の通知を行って契約を成立させるものとする。 

（４） （３）で、仮契約締結後本契約成立までの間に当該仮契約締結の相手方が（１）の

①から⑤までに該当した場合には、当該事案に応じて仮契約を取り消すこと、又は本契

約を締結しないことがある。この取扱いは、入札公告に明記すること。 

（５） （１）から（４）までの規定のほか、落札者が契約を辞退する場合又は契約担当機

関が落札決定若しくは仮契約を取り消し、若しくは契約を締結しないこととする場合の

取扱いについては、建設工事競争入札事務の手引（平成22年３月31日付け21高建管第1274

号土木部長通知）において定める「契約辞退・落札決定取消の取扱いについて」の例に

よる。 

 

６ 入札結果の公表 

（１）入札結果は、落札決定後、直ちに入札記録により公表する。入札参加申請時に低入札

価格調査を辞退していない低入札者があり入札保留となった案件については、入札保留

となった段階の入札記録から公表する。 

（２）公表は、入札情報システムの入札結果に入札記録を添付するほか、入札実施機関にお

いても書面を閲覧に供する方法による。 

（３）電子入札によらない土木部以外の他部局課室の案件にあっては、入札記録を当該課室

のＨＰに掲載し、併せて書面を閲覧に供する。 

（４）入札記録の書面閲覧時には、「一般競争入札参加資格確認結果書」（別添５）を併せ

て閲覧に供する（電子入札案件は除く。）。 

 

第６ ＷＴＯ政府調達協定の対象となる一般競争入札 

１ 対象案件 

（１）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）の対象となる契約（以下「特定調達」という。）は、予定価格24億7,000万円以上

の工事請負契約及び２億4,000万円以上の設計、測量、地質調査等建設工事に関わる委託

契約となっている。 

（２） （１）の特定調達の金額の範囲は、平成28年１月25日付け総務省告示第18号により、

平成28年４月１日から平成30年３月31日までの間に締結される契約について適用される。

その一般競争入札は、高知県特定調達契約事務取扱規則（平成７年高知県規則第125号）

により取り扱う。 

（３）特定調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）加盟各国間の政府調達協定により定められたル

ールであること。 

 

２ 入札参加資格 

（１）特定調達の入札参加者は、毎年度告示（建設管理課（建設業担当）が県公報に登載し

て告示する。）する特定調達入札参加資格申請の方法による入札参加資格を、次のとおり

有していなければならない。 

① 当該年度の高知県建設工事競争入札参加資格を有すること 

② ①以外の者は、特定調達一般競争入札参加資格審査申請を行い、入札参加資格が認

められること 

（２） （１）の入札参加資格は、県公報への登載により入札期日の前日から起算して40日
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（急を要するときは10日）前までに公告し、（１）②の入札参加資格審査申請を受け付け

なければならない。この申請は、建設管理課（建設業担当）が受け付ける。 

（３）特定調達案件の入札参加資格審査申請受付対象者は、国内事業者に限らず海外事業者

まで含めなければならない。したがって特定調達案件の一般競争入札は制限付一般競争

入札とすることができず、入札参加資格要件に地域要件を設定することができない。 

（４）特定調達案件においても、入札参加資格要件として同種・類似工事の施工実績を求め

ることは認められる。配置予定技術者についても、適正な有資格及び同種・類似工事の

従事経験を求めることができる。 

（５）特定調達案件の一般競争入札参加資格を認められた者の入札参加資格有効期限は、毎

年度の３月31日であり、この間はすべての特定調達案件の一般競争入札に参加できる。

ただし、（１）②の該当者は、高知県建設工事競争入札参加資格は有しないことから、特

定調達案件以外の一般競争入札案件への参加はできない。 

 

３ 入札公告 

（１）入札公告には、次の事項を明記する。 

① 調達をする物品等又は特定役務の種類 

② 入札参加資格及び入札参加資格審査の申請の方法 

③ 入札参加資格審査の申請の時期及び場所 

④ 入札参加資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続 

⑤ 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細 

⑥ 開札に立ち会う者に関する事項 

⑦ 契約に関する事務を担当する部署の名称及びその所在地 

⑧ 契約の手続において使用する言語 

⑨ 入札の保証金に関する事項 

⑩ 落札決定（入札）の方法 

（２）入札公告については、県公報への登載のほか、入札情報システムへも掲載する。 

（３）公告文のうち、次の事項は英語で併記しなければならない。 

① 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量 

② 入札期日 

③ 当該特定調達に関する事務を担当する部署の名称 

（４）特定調達の一般競争入札においては最低制限価格制度を適用することができず、また、

郵便による入札を禁止してはならない。電子入札案件で、入札参加者が電子証明を取得

しておらず電子入札システムへの登録ができない場合には、紙入札によることを認めな

ければならない。 

（５）特定調達案件の一般競争入札落札者が決定した日の翌日から起算して72日以内に、次

の事項を県公報に登載して公表しなければならない。 

① 落札された物品等又は特定役務の名称及び数量 

② 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地 

③ 落札者を決定した日（低入札者の場合には、入札日ではなく土木部低入札価格調査

制度審査会における契約締結決定日） 

④ 落札者の氏名及び住所 

⑤ 落札金額又は契約金額 

⑥ 契約の相手方を決定した手続（入札手続の種別） 

⑦ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第６条又は第７
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条の規定による公示（（１）の公告）をした日 

参考 

特定調達案件における入札参加者は海外事業者まで募らなければならないが、対象とな

る海外事業者は、日本国内で合法的に建設工事が行える者でなければならない。 

当該海外事業者は建設業法における建設業の許可を受け、経営事項審査も受けていなけ

ればならないものであり、特定調達案件以外の一般競争入札における入札参加資格要件と

の違いは、地域要件の有無でしかない。同種工事の施工実績については、日本国内での施

工実績を要件として求めて差し支えない。 

 

第７ その他 

１ 参考事項 

一般競争入札の事務の流れ（事前審査方式）は、別記のとおりである。 

 

２ 施行期日 

この要領は、平成22年４月１日以降に公告を行う一般競争入札から適用する。 

この要領は、平成23年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。ただし、改正後の要領の規定中「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に

関する規程」に係る部分は、契約締結日が平成23年４月１日以後であって、同日前に公告

を行う一般競争入札から適用する。 

この要領は、平成24年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。 

この要領は、平成25年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。ただし、工事費内訳書に係る部分は、平成25年５月１日から施行し、同日以後に

公告を行う一般競争入札から適用する。 

この要領は、平成25年６月14日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。 

この要領は、平成26年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。 

この要領は、平成27年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。 

この要領は、平成28年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適

用する。 
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別記 

一般競争入札事務の流れ（事前審査方式） 

※＝総合評価方式の場合のみ（企業評価型には施工計画評価がないことから、評価点決定に

は技術審査会の審査は不要）  

※※＝企業評価型、施工計画型の総合評価方式では不要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１ 総合評価方式評価点決定の技術審査会（企業評価型は対象外）は、入札参加資格の確

認通知後であっても、入札日前日までに完了すれば差し支えない。 

２ 低入札価格調査制度適用時には、入札後低入札価格調査を経て落札決定。 

３ 苦情処理があっても当該入札には影響しない。 

４ 事後審査方式にあっては、失格者以外には入札参加資格の確認通知は行わない。 

 

施行伺 

技術審査会 （入札参加資格要件の決定） 

（総合評価方式評価項目の決定）※ 

入札公告 

申請書様式の交付 

設計書等の閲覧 

公 告 後 

速やかに 

申請書提出期限 

公告後標準10日 

（入札参加資格の確認・決裁） 

技術審査会 

標準15～20日 
提出期限後１～３日 

（企業評価型を除く総合評価方式評価点の決

定）※ 

入札参加資格の確認通知 

（学識経験者からの意見聴取）※

※ 

入札 

確認通知後標準５日 

通知を受けた日の翌日から起算して 

３日以内(閉庁日含まない｡) 

入札参加資格無の通知に対する 

理 由 の 説 明 要 求 

要求書を受理した日の翌日から起算して  

５日以内(閉庁日含まない｡) 

落札決定の日から 14 日以内 

理 由 の 説 明 

（ 苦 情 処 理 ） 

契 約 締 結 
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別添１ 

 

回 議 書 分類記号 保存期限 

0000－0000－0000 年 

     不要            施行注意  公文書記号番号 

 公報  登載日  年  月  日               第    号 

          （増刷   部） 

 広報                      公文書日付 

                               年  月  日 

 開示  開示                  所属 

 区分   部分開示・非開示の理由                電話 

                         起案者氏名 

   決    裁      合    議    起案日 

                            平成  年  月  日 

                         処理期限 

                            平成  年  月  日 

                         決裁日 

                            平成  年  月  日 

                         発送日 

                            平成  年  月  日 

 浄書   校合   公印  

 

 

 

                         発送種別 

   件    名     一般競争入札の参加資格等の公告について（伺） 

 

  下記の一般競争入札について、入札参加資格（  月  日技術審査会決定）及び 

 申請手続等を別添（案）１のとおり定め、入札情報システムへの掲載により公告をし 

 てよろしいか。 

  また、申請書の作成要領を別添（案）２のとおり定め、希望者等に配布するととも 

 に、併せて入札情報システムに掲載してよろしいか。 

 

記 

 

 ○○○○○○○工事（      第     号） 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 

別添２ 
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第      号 

平成 年 月 日 

 

 

 申請者あて 

 

 

高知県知事 

 

 

落札決定通知書 

 

 入札保留を行っていた下記の工事の一般競争入札については、入札参加資格事後審査の結果

あなたを落札者とすることに決定したので通知します。 

 つきましては、平成  年  月  日までに契約書（案）を提出してください。 

 

 

 

記 

 

１ 工事番号 

 

２ 工 事 名 

 

３ 契約担当者 

  高知県○○土木事務所総務課総務班 

  職・氏名 

  ℡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 契約書（案）の提出期限は、落札決定の日から14日（閉庁日を含む。）以内とすること。 
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別添３  

 

第      号 

平成 年 月 日 

 

 

 申請者あて 

 

 

高知県知事 

 

 

一般競争入札参加資格確認通知書 

 

 申請のあった○○○○工事の入札参加資格について、下記のとおり確認したので通知します。 

 

記 

 

入 札 公 告 日 

 

平成  年  月  日 

 

工事名及び工事番号 

 

○○○○工事（     第    号） 

 

入札参加資格の有無 

 

有      無 

 

 

 

 

入札参加資格が無い 

と し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 入札公告において示した入札参加資格要件のどの事項を満た

さないのかを記載し、それ以外の理由の場合には、その理由を

具体的に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 入札参加資格がないと通知された方は、その理由について説明を求めることができます。 

   詳しくは、入札公告を参照してください。 
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別添４ 

工事名：○○○○○工事（      第      号） 

延 長 断 面 受 注 請負代金額 
（ｍ） （㎡） 形 態 （千円） 

1 有 NATM 1402 55 単体 1,126,000 Ｈ10.10～Ｈ12.5 高知県道路公社 ○ ○ 

2 有 NATM 1191 68 単体 930,000 H11.10～H13.10 高知県 ○ ○ 

3 有 NATM 800 62 単体 1,155,241 H12.6～H15.1 四国地方整備 
局 ○ ○ 

4 有 NATM 1307 67 単体 1,302,213 H10.12～H12.2 香川県 ○ ○ 

5 無 NATM 100 63 単体 701,125 H13.11～H16.9 高知県 ○ ○ 

6 有 NATM 1260 73 単体 2,206,896 H14,7～H17.9 愛媛県 ○ ○ 

7 有 NATM 853 60 単体 999,568 H13.10～H16.7 徳島県 ○ ○ 

【審査項目】 
１ 「総合点数」は、平成○年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における総合点数（土木一式）が○○○○点以上であること。 
２ 「施工実績」は、平成○年度以降に延長○○○ｍ以上、内空断面積○○㎡以上のトンネル本体工事（NATM工法）の施工実績を有すること。 
３ 「技術者の施工実績・資格・採用」要件は、同種工事に従事した経験を有し、監理技術者証の交付を受けている一級土木施工管理技士であって、平成○年○月○日 
 以前に採用されている者であること。 

（注） 
  審査事項の１～３は、公告において示した資格要件を明示する。 

○ 

施工実績 資格・採用 

○ 

○ 

○ 

Ｅ建設工業㈱ 

Ｆ土木㈲ 

㈱Ｇ土木建設工業 

990 

1,100 

1,000 

× 

○ 

○ 

Ａ建設㈱ 

㈱Ｂ建設 

Ｃ建設㈲ 

㈲Ｄ建設 

1,200 

1,050 

1,000 

1,100 

一般競争入札参加申請審査表（記載例：単体企業時） 

事  業  者  名 
入札 
参加 
資格 

同  種  工  事 の 施 工 実 績 

工 法 工   期 発 注 者 
総合点数（土木一式） 指名停止等に 

該当しない 

技術者要件 
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別添５ 

 

一般競争入札参加資格確認結果書 

 

１ 入札公告日 

 

 

２ 工事名及び工事番号 

 

 

３ 主な入札参加資格要件 

 

 

 

４ 申請者一覧 

ＮＯ 申 請 者 名 入札参加資格の有無 入札参加資格無しと認めた理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

５ 入札日 
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建設工事一般競争入札事務取扱要領新旧対照表 

新 旧 

第１ 対象案件 

 

２ 低入札価格調査制度 

（１）低入札価格調査制度による入札では、最低制限価格に代えて調査基準価格及び失格基準を

設け、調査基準価格を下回る入札を行った者（以下「低入札者」という。）がある場合には、

入札保留としたうえでその価格で適正な施工が可能かどうか（失格基準に該当しないかどう

か）を判断して、落札決定を行う。その他、この制度による入札については、建設工事低入

札価格調査制度事務処理要領（平成19年６月20日付け19高建管第270号副知事通知）に基づき

運用する。 

（２）低入札価格調査制度は、すべての総合評価方式による一般競争入札において低入札価格調

査制度による施工体制確認型総合評価方式として適用するほか、総合評価方式によらない請

負対象金額１億円以上の建設工事に係る入札においても適用する。 

 

３ 最低制限価格制度 

（１）工事については請負対象金額１億円未満かつ総合評価方式によらない一般競争入札におい

て、委託業務については委託対象金額にかかわらず、最低制限価格を適用する。 

 

第２ 入札参加資格 

１ 一般的な入札参加資格要件 

 

（５）建設業法（昭和24年法律第100号）第８条第９号に該当しない者及び高知県の事務及び事業

における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月高知県訓令第１号）第２条第２項第５号

に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 

 

３ 特定ＪＶ案件における入札参加資格要件 

 

注 いわゆる協業組合は、中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に基づ

くものであり、（２）には該当しない。 

 

第１ 対象案件 

 

２ 低入札価格調査制度 

（１）最低制限価格に代えて調査基準価格及び失格基準を設け、調査基準価格を下回る入札を行

った者（以下「低入札者」という。）がある場合には、入札保留としたうえで、その価格で適

正な施工が可能かどうか（失格基準に該当しないかどうか）を判断して落札決定を行う。建

設工事低入札価格調査制度事務処理要領（平成19年６月20日付け19高建管第270号副知事通

知）に基づき運用する。 

 

（２）すべての総合評価方式は、低入札価格調査制度による施工体制確認型総合評価方式とする

ほか、請負対象金額１億円以上の、総合評価方式によらない工事においても適用する。 

 

 

３ 最低制限価格制度 

（１）工事については請負対象金額１億円未満で総合評価方式によらない一般競争において、委

託業務については委託対象金額にかかわらず、最低制限価格を適用する。 

 

第２ 入札参加資格 

１ 一般的な入札参加資格要件 

 

（５）高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月高知県訓令第１

号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 

 

 

３ 特定ＪＶ案件における入札参加資格要件 

 

注 いわゆる協業組合は中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に基づく

ものであり、（２）には該当しない。 
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４ 地域要件の取扱い 

（１）２の（５）②の設定については、次の区分により取扱う。 

（①及び② 省略） 

③ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を土木事務所管内に

限定する場合 

「高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）に規定する○○土木事務所の所管区域

内に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下「主たる営業所」とい

う。）を置く者（平成○年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請を行い、入札区域を○○

土木事務所以外の土木事務所として認められた者を除く。）又は平成○年度建設工事競争入札

参加希望区域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所として認められた者」と設定する。 

④ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を土木事務所の所内

事務所管内に限定する場合 

「高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）に規定する○○土木事務所の所管区域

内に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下「主たる営業所」とい

う。）を置く者であって、◎◎事務所管内に主たる営業所を置く者（平成○年度建設工事競争

入札参加希望区域登録申請（以下「希望区域登録申請」という。）を行い、入札区域を○○土

木事務所以外の土木事務所と認められた者を除く。）又は希望区域登録申請を行い、入札区域

を○○土木事務所として認められた者。」と規定する。 

⑤ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を市町村管内に限定

する場合 

「△△市（町）（村）に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下

「主たる営業所」という。）を置く者（平成○年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請（以

下「希望区域登録申請」という。）を行い入札区域を○○土木事務所以外の土木事務所として

認められた者を除く。）又は希望区域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所として認め

られた者であって、△△市（町）（村）に営業所を置く者」と設定する。 

（２）土木一式工事の一般競争入札において、格付Ａ等級の業者を入札参加対象者とする案件に

おいては、（１）③～⑤の地域要件を設定することができない。 

ただし、格付Ｂ等級に加えてＡ等級の業者の参加を認めるもの（請負対象金額5,000万円

以上7,500万円未満の案件）においては、例外的に（１）③の地域要件を設定することがで

 

４ 地域要件の取扱い 

（１）２の（５）②の設定については、次の区分により取扱う。 

（①及び② 省略） 

③ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を土木事務所管内に

限定する場合 

「高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）に規定する○○土木事務所の所管区域内に

建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下「主たる営業所」という。）を

置く者（平成○年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所

として認められた者を含み、入札区域を○○土木事務所以外の土木事務所として認められた者は

除く。）」と設定する。 

④ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を土木事務所の所内

事務所管内に限定する場合 

「高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）に規定する○○土木事務所の所管区域

内に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下「主たる営業所」とい

う。）を置く者であって、◎◎事務所管内に主たる営業所を置く者、又は平成○年度建設工事

競争入札参加希望区域登録申請を行い、入札区域を○○土木事務所として認められた者であっ

て、◎◎事務所管内に営業所を置く者。平成○年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請を

行い、入札区域を○○土木事務所以外の土木事務所と認められた者は除く。」と規定する。 

⑤ 入札参加対象者が県内業者で、主たる営業所（本社又は本店）の所在地を市町村管内に限定

する場合 

「△△市（町）（村）に建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所（以下

「主たる営業所」という。）を置く者（平成○年度建設工事競争入札参加希望区域登録申請を

行い、入札区域を○○土木事務所として認められた者であって、△△市（町）（村）に営業所

を置く者を含み、入札区域を○○土木事務所以外の土木事務所として認められた者は除く。）」

と設定する。 

（２）土木一式工事の一般競争入札において、格付けＡの業者を入札参加対象者とする案件にお

いては、（１）③～⑤の地域要件を設定することができない。 

ただし、Ｂ、Ａ業者の混合となる、請負対象金額5,000万円以上7,500万円未満の案件にお

いては、例外的に（１）③の地域要件を設定することができる。 
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きる。 

（３）希望区域登録を行い認められた入札参加者については、当該土木事務所管内に主たる営業

所（本社又は本店）を置く者と同一の取扱いが行われること。 

 

第３ 入札公告 

 

４ 申請書様式 

（１）申請書の様式は次のとおりであり、入札公告に綴じこむとともに、入札情報システムから

ダウンロードできるようにする。様式の具体は、別に定める公告例を参照のこと。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書 

② 同種・類似工事の施工実績 

③ 配置予定技術者名簿 

④ 特定建設工事共同企業体協定書（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑤ 使用印鑑届（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑥ 委任状（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑦ 配置予定技術者の重複について 

⑧ 工事費内訳書（建設工事に係る競争入札の場合に限る。） 

 

（２）総合評価方式にあっては、次の様式を加える。様式の具体は、別に定める公告例を参照の

こと。 

（①以下省略） 

 

 

５ 設計書等の閲覧 

（１）電子入札では、電子閲覧方式に限るものとし、閲覧場所を設けての閲覧用設計書等の書面

閲覧は行わない。 

（２）電子閲覧は、入札情報システムに掲載した入札公告に併せて設計書等を掲載する方法で行

う。設計書等はそのままＰＤＦ化したものを掲載するが、ＰＤＦ化にあたりプリントアウト

した際に情報が欠落することのないよう、レイアウトには注意すること。 

（３）機器の故障等の事情により電子閲覧が困難な閲覧希望者に対しては、そのコピーを貸し出

 

（３）いわゆる希望地登録を行っている入札参加者については、当該土木事務所管内に主たる営

業所（本社又は本店）を置く者と同一の取扱いが行われること。 

 

第３ 入札公告 

 

４ 申請書様式 

（１）申請書の様式は次のとおりであり、入札公告に綴じこむとともに、入札情報システムから

ダウンロードできるようにする。様式の具体は、標準公告例を参照のこと。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書 

② 同種・類似工事の施工実績 

③ 配置予定技術者名簿 

④ 特定建設工事共同企業体協定書（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑤ 使用印鑑届（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑥ 委任状（特定ＪＶ方式による場合に限る。） 

⑦ 配置予定技術者の重複について 

⑧ 工事費内訳書（請負対象金額1,000万円以上の工事又は低入札価格調査制度適用の工事に係

る競争入札（以下「工事費内訳書提出対象の競争入札」という。）の場合に限る。） 

（２）総合評価方式にあっては、次の様式を加える。様式の具体は、標準公告例を参照のこと。 

 

（①以下省略） 

 

 

５ 設計書等の閲覧 

（１）電子入札では、電子閲覧方式に限るものとし、閲覧場所を設けての閲覧用設計書等の書面

閲覧は行わない。 

（２）電子閲覧は、入札情報システムに掲載した入札公告に併せて設計書等を掲載する方法で行

う。設計書等はそのままＰＤＦ化したものを掲載するが、プリントアウトした際に情報が欠

落することのないよう、レイアウトには注意すること。 

（３）機器の故障等の事情により電子閲覧が困難な閲覧希望者に対しては、そのコピーを貸し出
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す等の便宜を図ること。 

（４）電子入札によらない案件については、電子閲覧を行うとともに、従来どおり閲覧場所を設

け、入札公告後速やかに書面の設計書等を４部以上閲覧に供し、うち１部は持出禁止とする。 

（５）電子入札によらない土木部以外の他部局課室にあっては（１の（２）の事例）、可能な限り

入札公告を掲載した当該課室のＨＰにＰＤＦファイルによる設計書等を併せて掲載するとと

もに、希望者には設計書等のＣＤ－Ｒ又は書面のコピーを貸し出すこととして、閲覧場所で

の書面閲覧は行わない。 

 

６ 設計書等に関する質問及び回答 

（１） 入札参加者から設計内容に関して質問があったときは、入札参加者全員に質問内容及び

回答を電子メールにより通知する。 

（２） 質問及び回答は必ず電子メールにより行い、電話等その他の方法でのやり取りは行わな

い。質問は、電子メールによる書面に限ることを、入札公告に明記しなければならない。 

（３） 質問及び回答文書の様式は、任意で差し支えない。 

（４） 電子入札による案件では、回答の最終期限は入札期限（入札金額の登録期限をいう。以

下同じ。）の２日前、質問提出の最終期限は入札期限の７日前とする。電子入札によらない案

件では、回答の最終期限は開札予定日の３日前、質問提出の最終期限は開札予定日の８日前

とする。 

 

７ 設計内容の軽微な変更による入札の続行 

（１）入札公告期間中の質疑等を踏まえ、予定価格の算出基礎となる設計書の内容について再精

査を行った結果、設計内容の変更を要すると判断した場合にあっても、次の要件をすべて満

たすものに限り、入札を続行することができるものとする。 

ア 入札参加資格要件及び入札参加条件の変更を要さず、工期等を大幅に変更するものでな

いこと 

イ 設計内容の変更が、入札の公平性を害さない程度に軽微なものであると認められるもの 

ウ あらかじめ入札公告において、設計内容の軽微な変更により入札を続行する場合がある

ことを示し、かつ、入札を質疑回答後から開始することとしたものであること 

（２）設計内容の軽微な変更により入札を続行することとした場合は、次のアからウまでのとお

り取り扱うこと。 

す等の便宜を図ること。 

（４）電子入札によらない案件については、電子閲覧を行うとともに、従来どおり閲覧場所を設

け、入札公告後速やかに書面の設計書等を４部以上閲覧に供し、うち１部は持出禁止とする。 

（５）電子入札によらない土木部以外の他部局課室にあっては（１の（２）の事例）、可能な限り

入札公告を掲載した当該課室のＨＰにＰＤＦ化した設計書等を併せて掲載するとともに、希

望者には設計書等のＣＤ－Ｒ又は書面のコピーを貸し出すこととして、閲覧場所での書面閲

覧は行わない。 

 

６ 設計書等に関する質問及び回答 

（１） 入札参加者から設計内容に関して質問があったときは、入札参加者全員に質問内容及び

回答をメールで通知する。 

（２） 質問及び回答は必ずメールで行うものとし、電話でのやり取りは行わない。質問は、メ

ールによる書面に限ることを、入札公告に明記しなければならない。 

（３） 質問及び回答文書の様式は、任意で差し支えない。 

（４） 電子入札による案件では回答の最終期限は入札期限（入札金額の登録期限をいう。以下

同じ。）の２日前とし、質問提出の最終期限は入札期限の７日前とする。電子入札によらない

案件では回答の最終期限は開札予定日の３日前とし、質問提出の最終期限は開札予定日の８

日前とする。 
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ア 入札公告期間中に、軽微な変更を行った設計書を改めて作成し、決裁を受ける。このと

き、質疑回答（案）の伺に変更した設計書を添付し、質疑の回答と併せて決裁すること。 

イ 一般競争入札参加資格確認申請書提出者に対し、質疑への回答と併せて、変更資料等を

改めて提示し、入札を続行する。 

ウ 決裁後、開札までに予定価格を調製する（軽微な変更により、設計書に記載した金額が

変更される場合は、変更後の設計書によること）。 

 

第４ 入札参加資格の確認等 

１ 事後審査方式における入札参加資格の確認 

（１） 落札候補者について、第２の入札参加資格の有無の確認を行った結果失格となる者につ

いては、電子入札にあっては建設工事電子競争入札心得（平成22年１月15日付け21高建管第

939号土木部長通知。以下「電子入札心得」という。）別記第４号様式により、電子入札によ

らない案件にあっては、電子入札心得別記第４号様式に準じた様式により、それぞれ電子メ

ールにより通知を行う。 

（２） 総合評価方式では、施工計画評価を除き、申請時の自己評価点により仮の評価を行う。

落札候補者については、入札参加資格の有無と併せて評価点を確認することで正式な評価値

を決定し、その値が有効な入札を行った者の中で最も高いことが確認された場合に落札決定

を行い、当該落札候補者を落札者とする。 

なお、自己評価点を誤って申請したことが判明した場合に、申請時の自己評価点に加点す

る補正は行わず、減点がある場合のみ補正を行う。（５）において補正を指示する場合にも

同様とする。 

（３） 確認により落札候補者が失格となる場合には、次順位者（総合評価方式を適用しない入

札では予定価格の範囲内で落札候補者に次いで入札価格が低いため落札者となり得る者を、

総合評価方式を適用する入札では予定価格の範囲内で落札候補者に次いで評価値の高い落札

者となり得る者をいう。以下同じ。）について、直ちに入札参加資格の有無の確認を行う。次

順位者も失格の場合には、その次の次順位者について入札参加資格の有無の確認を行う。以

下、同様にして、入札参加資格を有する者が得られるまで行う。 

（４） 入札参加者全員が失格となり落札者が得られない場合には、当該入札は入札不調として

処理すること。 

（５） 事後審査方式では、別に定めるところにより、落札候補者から入札参加資格の有無の確

 

 

 

 

 

 

 

第４ 入札参加資格の確認等 

１ 事後審査方式における入札参加資格の確認 

（１） 落札候補者について、第２の入札参加資格の有無の確認を行い、失格者の場合、電子入

札にあっては建設工事電子競争入札心得（平成22年１月15日付け21高建管第939号土木部長通

知。以下「電子入札心得」という。）別記第４号様式により、電子入札によらない案件にあっ

ても、電子入札心得別記第４号様式に準じた様式により、それぞれメール通知を行う。 

 

（２） 総合評価方式では、施工計画評価を除き、申請時の自己評価点で仮に評価する。落札候

補者について、入札参加資格の有無と併せて評価点を確認することで正式な評価値を決定し、

その値が最も高いことが確認された場合に落札決定を行う。 

なお、申請時の自己評価点の変更は認めない。確認は、自己評価点について行うものであ

り、自己評価点を誤って低く申請している場合は、（５）においてもプラス側への補正は行

わない。 

 

（３） 落札候補者が失格であった場合には、次順位者（総合評価方式を適用しない入札におい

ては予定価格の範囲内で落札候補者に次いで入札価格の低い落札者となり得る者。総合評価

方式を適用する入札においては予定価格の範囲内で落札候補者に次いで評価値の高い落札者

となり得る者。以下同じ。）について直ちに入札参加資格の有無の確認を行う。次順位者も失

格の場合には、その次の次順位者について入札参加資格の有無の確認を行う。以下、同様に

して、入札参加資格有りの者が得られるまで行う。 

（４） 入札参加者全員が失格となり落札者が得られない場合には、当該入札は入札不調として

処理すること。 

（５） 事後審査方式では、別に定めるところにより落札候補者から入札参加資格の有無の確認
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認及び総合評価方式に係る評価の確認のために必要な書類の追加提出を求め、不備のある書

類については、追加書類の提出期限日までに補正を促すこととする。補正を指示すべき事項

の例としては、次のようなものが考えられる。 

（①以下省略） 

 

（７） 電子入札の場合には、落札者決定の入力により、電子入札システムが自動的に落札者決

定通知を送信する。電子入札によらない案件にあっては、直ちに別添２を落札者に電子メー

ルにより通知する。 

（８） 落札決定後、入札情報システムに入札結果を登録する。この際、別途定める入札記録の

様式（総合評価方式とそれ以外で様式は異なる。）のファイルを添付すること。電子入札によ

らない案件にあっても、同様の方法で、総合情報システムから入札情報システムに入札結果

を登録する。 

（９） 電子入札によらない土木部以外の部局課室の案件（第３の１（２）の事例）にあっては、

入札情報システムを活用できないため、入札記録は当該課室のＨＰに掲載するものとする。 

 

 

２ 事前審査方式における入札参加資格の確認 

（（１）から（６） 省略） 

（７） 補正は、一般競争入札参加資格確認についての起案までに完了することを原則とするが、

軽微な事項（事業者の施工実績要件、配置技術者の資格要件及び施工従事経験要件に関する

こと等入札参加要件に直接関係するもの以外のもので、例えば商号（氏名）又は住所の誤字

等）の補正については、入札執行日前日までに終えることとして差し支えない。 

（８） 差し替えによる補正は、申請関係書類提出期限後に配置予定技術者を変更する等、業者

及び配置技術者に関する入札参加資格の技術的要件に関わるもの（総合評価方式の評価項目

に関わるものを含む。）では、これを認めない。 

（９） 当該入札の入札参加資格の有無については、一般競争入札参加申請審査表（別添４）を

作成したうえ、一般競争入札参加資格確認結果書（別添５）と併せて決裁を受ける。入札参

加資格があると認めた者は、一般競争入札参加資格確認通知書（別添３）の「入札参加資格

の有無」欄を「有」として通知し、入札参加資格があると認められなかった者は、「無」とし

た上でその理由を付して通知する。 

及び総合評価方式に係る評価の確認のために必要な書類の追加提出を求め、不備のある書類

については、追加書類の提出期限日までに補正を促すこととする。補正を指示すべき事項の

例としては、次のようなものが考えられる。 

（①以下省略） 

 

（７） 電子入札の場合には、落札者決定の入力により、電子入札システムが自動的に落札者決

定通知を送信する。電子入札によらない案件にあっては、直ちに別添２を落札者にメールで

通知する。 

（８） 落札決定後、入札結果を入札情報システムに登録する。この際、別途定める入札記録の

様式（総合評価方式とそれ以外で様式は異なる。）のファイルを添付すること。電子入札によ

らない案件にあっても、同様にして、総合情報システムから入札情報システムに入札結果を

登録する。 

（９） 電子入札によらない土木部以外の他部局課室の案件（第３の１（２）の事例）にあって

は、入札情報システムを活用できないため、入札記録は当該課室のＨＰに掲載するものとす

る。 

 

 ２ 事前審査方式における入札参加資格の確認 

（（１）から（６） 省略） 

（７） 補正は、一般競争入札参加資格確認についての起案までに完了することを原則とするが、

商号（氏名）又は住所の誤記載等、軽微な事項（事業者の施工実績要件、配置技術者の資格

要件及び施工従事経験要件に関すること以外のものをいう。）の補正については、入札執行日

前日までに終えることとして差し支えない。 

（８） 差し替えによる補正は、申請関係書類提出期限後に配置予定技術者を変更する等、業者

及び配置技術者に関する入札参加資格の技術的要件に関わるもの（総合評価方式の評価項目

に関わるものを含む。）は認めない。 

（９） 当該入札の入札参加資格の有無については、一般競争入札参加申請審査表（別添４）を

作成したうえ、一般競争入札参加資格確認結果書（別添５）と併せて決裁を受ける。入札参

加資格有りと認めた者は一般競争入札参加資格確認通知書（別添３）の「入札参加資格の有

無」欄を「有」として通知し、入札参加資格無しと認めた者は「無」とした上でその理由を

付して通知する。 
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４ その他（事後審査方式・事前審査方式共通事項） 

（（１）省略） 

（２） 公告で定める入札参加資格の有無に関し、技術要件上の疑義がある申請については、必

要に応じて技術審査会に諮ること。 

（３） 公告で定める入札参加資格要件を満たしているにもかかわらず、開札結果によらない特

別な事情により事前審査方式において入札に参加させない場合又は事後審査方式において失

格とする場合には、事前に建設管理課（契約担当）と協議すること。 

（４） 「入札参加資格なし」とされた者は、指名業者選定等に関する苦情処理要領（平成13年

３月23日付け12監第3669号副知事通知）に基づき、通知を受けた日の翌日から起算して閉庁

日を除く３日以内に、入札実施機関に対し書面でその理由を求めることができる。入札実施

機関は、当該書面を受理した日の翌日から起算して閉庁日を除く５日以内に、書面により回

答しなければならない。 

（５） 事業譲渡、会社分割等により建設業を譲り受け、承継した事業者（以下「承継事業者」

という。）は、当該事業譲渡、会社分割等が高知県建設工事競争入札参加資格審査要綱（平成

16年８月高知県告示第543号）において合併と同様に取り扱われる場合においては、当該事業

譲渡、会社分割等が行われた事業者の施工実績等を引き継ぐことができるものとする。この

とき、個別の案件の入札参加資格及び総合評価の確認においては、当該承継事業者の施工実

績等として評価の対象とする。 

 

 

第５ 入札の執行等 

 １ 基本事項 

（１） 入札参加者には、あらかじめ建設工事競争入札心得（平成19年12月７日付け19高建管第

808号土木部長通知。以下「入札心得」という。）又は建設工事電子競争入札心得（平成22年

１月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下「電子入札心得」という。）の内容の周知

を図る。入札心得は高知県ＨＰの建設管理課ページに掲載し、入札実施機関においても頒布

を行う。 

（２） 一般競争入札参加資格確認通知書で「入札参加資格有」とした者であっても、入札日に

おいて入札参加資格を喪失している者は、事前審査方式による場合には、入札参加を認めな

 

４ その他（事後審査方式・事前審査方式共通事項） 

（（１）省略） 

（２） 公告上の入札参加資格の有無に関し技術要件上の疑義がある申請については、必要に応

じて技術審査会に諮ること。 

（３） 公告上の入札参加資格要件を満たしているにもかかわらず、特別な事情により入札に不

参加とさせる場合（事前審査方式）又は失格とする場合（事後審査方式）には、事前に建設

管理課（契約担当）と協議すること。 

（４） 「入札参加資格無」とされた者は、指名業者選定等に関する苦情処理要領（平成13年３

月23日付け12監第3669号副知事通知）に基づき、通知を受けた日の翌日から起算して３日（閉

庁日を除く。）以内に入札実施機関に対してその理由を書面で求めることができる。入札実施

機関は、当該書面を受理した日の翌日から起算して５日（閉庁日を除く。）以内に、書面によ

り回答しなければならない。 

（５） 事業譲渡、会社分割等により建設業を譲り受け、承継した事業者（以下「承継事業者」

という。）は、当該事業譲渡、会社分割等が高知県建設工事競争入札参加資格審査要綱（平成

16年８月高知県告示第543号）において合併と同様に取り扱われる場合においては、当該事業

譲渡、会社分割等が行われた事業者の施工実績等を引き継ぐことができるものとする。個別

の案件の入札参加資格及び総合評価の確認において当該承継事業者の施工実績等と認め、評

価の対象とする。 

 

 

第５ 入札の執行等 

 １ 基本事項 

（１） 入札参加者には、あらかじめ建設工事競争入札心得（平成19年12月７日付け19高建管第

808号土木部長通知。以下「入札心得」という。）又は電子入札心得の内容の周知を図る。各々

の入札心得は高知県ＨＰの建設管理課ページに掲載してあるが、入札実施機関においても頒

布を行う。 

 

（２） 事前審査方式による場合であって、入札日において入札参加資格を喪失している者は、

一般競争入札参加資格確認通知書で「入札参加資格有」とした者であっても、入札参加を認
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い。事後審査方式による場合には、落札候補者となったときに失格とする。 

 

（３） 事前審査方式で、入札参加資格確認通知で資格有と通知した者が１人でもあるとき、又

は事後審査方式で入札参加資格確認申請をした者が１人でもあるときは、入札を行う。 

（４） 入札の結果、落札者とすべき者がないときは、直ちに再度入札を２回まで行う（初度入

札を含めると３回となる）。ただし、電子入札による案件で再度入札となった場合における入

札の受付期限は、対象となった入札の開札日の翌日（その日が閉庁日の場合は、その日以降

直近の開庁日。）とする。 

（５） 事後審査方式による場合又は低入札価格調査制度を適用する一般競争入札で低入札者（入

札参加申請時に建設工事低入札価格調査制度事務処理要領第６の低入札価格調査（以下「低

入札価格調査」という。）を辞退している者を除く。）があった場合には、開札後直ちに入札

を保留し、落札者は、入札後の審査又は調査の結果により決定する。 

（６） 低入札価格調査制度を適用する一般競争入札においては、調査基準価格以上の同額の入

札者が複数（施工体制確認型総合評価方式では、低入札価格調査対象者を除いて評価値が最

も高く、かつ入札価格が調査基準価格以上の者が複数）あるときは、入札時にくじ引きを行

い（電子入札による場合を除く）、あらかじめすべての低入札者が失格となった場合に落札者

とすべき順位を決定する。 

 

２ 申請者がないときの取扱い 

（１） 入札参加資格要件の見直しが可能な場合には、改めて入札公告を行ったうえで更改入札

を行う。予定価格調書は当初入札のものをそのまま使用し、契約の保証及び履行期限を除き

当初入札において示した予定価格、調査基準価格（最低制限価格）等の入札条件を変更して

はならない。工事の施行伺については、改めて行う必要はない。 

（（２） 省略） 

（３） 更改入札においても入札参加資格確認申請者がなく入札が成立しない場合又は更改入札

の執行にもかかわらず入札不調のため落札者が得られない場合には、（４）の随意契約手続に

移る。 

（４） （２）又は（３）により行う随意契約手続は、地方自治法施行令第167条の２第１項第８

号による。この場合でも、契約の保証及び履行期限を除き、当初入札において示した予定価

格、調査基準価格（最低制限価格）等の入札条件を変更してはならない。ただし、契約締結

めない。事後審査方式による場合であっても同様に、入札参加資格を喪失している落札候補

者については、失格とする。 

（３） 入札参加資格確認申請を行った者が１人でもあれば（事前審査方式では、入札参加資格

確認通知で資格有りと通知した者が１人でもあれば）、入札を行う。 

（４） 入札により落札者とすべき者がないときは、直ちに再度入札を２回（初度入札を含めて

３回）まで行う。ただし、電子入札による案件で再度入札となった場合における入札の受付

期限は、対象となった入札の開札日の翌日（閉庁日の場合は、１日ずつ繰り越す。）とする。 

 

（５） 事後審査方式による場合又は低入札価格調査制度適用の一般競争入札で低入札者（入札

参加申請時に建設工事低入札価格調査制度事務処理要領第６の低入札価格調査（以下「低入

札価格調査」という。）を辞退している者を除く。）があった場合には、常に入札保留とし、

落札者は、入札後の審査又は調査の結果決定する。 

（６） 低入札価格調査制度適用の一般競争入札においては、調査基準価格以上の同額の入札者

が複数（施工体制確認型総合評価方式では低入札価格調査対象者を除き評価値が最も高く、

かつ入札価格が調査基準価格以上の者が複数）のときは、電子入札による場合を除いて、入

札時のくじですべての低入札者が失格となった場合に落札者とすべき順位をあらかじめ決定

する。 

 

２ 申請者がないときの取扱い 

（１） 入札参加資格要件の見直しが可能な場合には、改めて入札公告を行い更改入札を行う。

予定価格調書は当初入札のものをそのまま使用し、契約の保証及び履行期限を除くほか当初

入札において示した予定価格、調査基準価格（最低制限価格）等の入札条件を変更してはな

らない。工事の施行伺については、改めて行う必要はない。 

（（２） 省略） 

（３） 更改入札においても入札参加資格確認申請者がなく入札が成立しない場合又は更改入札

の執行にもかかわらず入札不調により落札者が得られない場合には、（４）の随意契約手続に

移る。 

（４） 随意契約手続は、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号により行う。この場合でも、

契約の保証及び履行期限を除くほか、当初入札において示した予定価格、調査基準価格（最

低制限価格）等の入札条件を変更してはならない。ただし、契約締結の方法が変更となるこ
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の方法が変更となることから、工事の施行伺（随意契約の施行伺）は改めて行う必要がある。

詳細は、建設工事随意契約の事務取扱要領（平成20年３月25日付け19高建管第1131号土木部

長通知）によること。 

（５） 設計を見直し、予定価格も変更するときには、同一工事としての同質性がもはやないこ

とから、更改入札の執行とはならない。このときの入札のやり直しは、新規の入札執行とし

て扱う。 

 

３ 電子入札による案件における工事費内訳書の取扱い 

（１） 電子入札による建設工事の競争入札においては、入札参加者は、電子入札システムによ

る入札価格の登録時に、工事費内訳書を提出しなければならない。 

（２） 工事費内訳書は、電子入札システムで添付ファイルとして提出するものとし、押印は必

要ないこと。ただし、電子入札案件において、認められて紙入札を行う入札参加者について

は、書面で工事費内訳書を提出することになるので、押印が必要となる。 

（３） 落札候補者又は低入札価格調査制度の適用がある場合における低入札者が工事費内訳書

を提出していないときは、その者を失格とする。 

（４） 落札候補者又は低入札者から提出された工事費内訳書について、当該入札案件のものと

特定できない場合（入札書記載の工事名又は工事番号と異なる、工事費内訳書に記載の総合

計金額が入札書記載金額と一致しない等の場合をいい、誤字等の軽微な誤りである場合を除

く。）は、その者を失格とする。 

（５） 低入札者から提出された工事費内訳書について、建設工事低入札価格調査制度事務処理

要領第６の１の失格調査（以下「失格調査」という。）を行う。当該失格調査において、工事

費内訳書の記載誤りがある場合（実際の合計額が工事費内訳書に記載された数字と一致しな

い等をいう。）には、その者は失格とする。 

（６） 直接工事費等が失格基準に該当するかどうかの判断は、失格基準相当額について端数処

理を行わずに比較する。 

例 一般管理費等の55％相当額（失格基準相当額）が9,999,999.99……円である場合 

工事費内訳書の一般管理費等の合計額が9,999,999円のときは失格基準相当額を下回る

ため失格、10,000,000円のときは失格基準相当額を下回っていないため有効とする。なお、

失格基準相当額に円未満の端数がないときに、失格基準相当額と工事費内訳書に記載され

た金額とが同額の場合（例えば、失格基準相当額が9,999,999円のときに工事費内訳書の

とから、工事の施行伺（随意契約の施行伺）は改めて行う必要がある。詳細は、建設工事随

意契約の事務取扱要領（平成20年３月25日付け19高建管第1131号土木部長通知）によること。 

 

（５） 設計を見直し、予定価格も変更するときには、同一工事としての同質性がもはやないこ

とから、更改入札の執行とはならない。予定価格の見直しによる入札のやり直しは、新規の

入札執行として扱う。 

 

３ 電子入札による案件における工事費内訳書の取扱い 

（１） 工事費内訳書提出対象の競争入札において電子入札による場合、入札参加者は、全員必

ず工事費内訳書を電子入札システムによる入札価格の登録時に提出しなければならない。 

（２） 工事費内訳書は、電子入札システムで添付ファイルとして提出されるので、押印は必要

ないこと。ただし、紙入札により電子入札案件に参加する入札参加者については、書面によ

る工事費内訳書が提出されることになるので、押印が必要となる。 

（３） 落札候補者が工事費内訳書を提出していないとき又は低入札価格調査制度の適用がある

場合において低入札者が工事費内訳書を提出していないときは、その者は失格とする。落札

候補者又は低入札者から提出された工事費内訳書について、入札書記載の工事名又は工事番

号と異なる、工事費内訳書に記載の総合計金額が入札書記載金額と一致しない等により、当

該入札案件のものと特定できない場合（軽微な誤りである場合は除く。）も、同様とする。 

 

（４） 低入札者から提出された工事費内訳書について建設工事低入札価格調査制度事務処理要

領第６の１の失格調査（以下「失格調査」という。）を行う。当該失格調査において実際の合

計額が工事費内訳書に記載の数字と一致しない等の工事費内訳書の記載誤りがある場合に

は、その者は失格とする。 

（５） 直接工事費等が失格基準に該当するかどうかの判断は、円単位で単純に比較して行う。 

 

例 一般管理費等の55％相当額（失格基準相当額）が9,999,999.9999……円である場合 

工事費内訳書の一般管理費等の合計額が9,999,999円のときは失格、10,000,000円のと

きは有効。なお、失格基準相当額と同額の場合は有効である。 
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一般管理費の記載額が9,999,999円であるとき）は、有効である。 

（７） 落札者の工事費内訳書は、契約締結時において契約書に定める請負代金内訳書に代わる

ものとして取扱うものとする。 

（８） 再度入札となった場合の工事費内訳書の提出期限は、入札受付期限と同様とする。ただ

し、再度入札の場合、工事費内訳書は電子ファイルの添付ができないため、別に入札公告で

定める方法により提出しなければならない。 

 

４ 電子入札によらない案件における工事費内訳書の取扱い 

（１） 建設工事に係る競争入札において電子入札によらない場合、入札参加者は、入札書の投

かんに際し、全員必ず入札書に記載される入札金額に係る工事費内訳書を提出しなければな

らない。なお、工事費内訳書をその場で作成することは認めず、入札時に工事費内訳書の提

出のない入札参加者は失格とする。 

（２） 工事費内訳書提出時には、入札参加者の所在地、名称、工事番号及び工事名が記載され

ていること及び押印されていることを確認する。 

（３） ３の（３）から（７）までの規定は、電子入札によらない案件における工事費内訳書に

ついて準用する。 

（４） （省略） 

 

５ 落札者との契約締結の特例 

（１） 落札者（落札者が共同企業体の場合にあっては、構成員のうちいずれかの者）について、

落札決定後契約締結までの間に次に該当した場合には、当該事案に応じて落札決定を取り消

すこと、又は契約を締結しないことがある。この旨は、入札公告に明記する。 

（①から③まで 省略） 

④ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第２条第２項第５号に掲げる

排除措置対象者又は建設業法第８条第９号に該当したとき。 

（⑤ 省略） 

 

（３） 予定価格５億円以上の工事又は製造の請負については、高知県契約条例（昭和39年高知

県条例第２号）第２条の規定により、議会の議決により契約を締結することとなることから、

これに該当する契約については、落札決定後に落札者と仮契約を締結し、議会の議決後に本

 

（６） 落札者の工事費内訳書をもって、契約締結時に提出することとされている請負代金内訳

書に代えることができるものする。 

（７） 再度入札となった場合における工事費内訳書の提出期限は、入札受付期限と同様とする。

ただし、再度入札の場合、工事費内訳書は電子ファイルの添付ができないため、入札公告で

定める方法により提出しなければならない。 

 

４ 電子入札によらない案件における工事費内訳書の取扱い 

（１） 工事費内訳書提出対象の競争入札において電子入札によらない場合、入札参加者は、入

札書の投かんに際し、全員必ず入札書に記載される入札金額に係る工事費内訳書を提出しな

ければならない。その場で作成することは認めず、工事費内訳書の提出のない入札参加者は

失格とする。 

（２） 工事費内訳書提出時には入札参加者の所在地、名称、工事番号及び工事名が記載されて

いること及び押印されていることを確認する。 

（３） ３の（３）から（６）までの規定は、電子入札によらない案件における工事費内訳書に

ついて準用する。 

（４） （省略） 

 

５ 落札者との契約締結の特例 

（１） 落札者（落札者が共同企業体の場合にあっては、構成員のうちいずれかの者）について、

落札決定後契約締結までの間に次に該当した場合には、当該事案に応じて落札決定を取り消

すこと、又は契約を締結しないことがある。この旨は、入札公告に明記する。 

（①から③まで 省略） 

④ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第２条第２項第５号に掲げる

排除措置対象者に該当したとき。 

（⑤ 省略） 

 

（３） 予定価格５億円以上の工事又は製造の請負については、高知県契約条例（昭和39年高知

県条例第２号）第２条により、議会の議決がなければ契約を締結することができない。この

案件では、落札決定後落札者と仮契約を締結し、議会の議決後に本契約を成立させる。 
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契約の効力発生の通知を行って契約を成立させるものとする。 

（４） （３）で、仮契約締結後本契約成立までの間に当該仮契約締結の相手方が（１）の①か

ら⑤までに該当した場合には、当該事案に応じて仮契約を取り消すこと、又は本契約を締結

しないことがある。この取扱いは、入札公告に明記すること。 

（（５） 省略） 

 

第６ ＷＴＯ政府調達協定の対象となる一般競争入札 

 １ 対象案件 

（１） 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）の対象となる契約（以下「特定調達」という。）は、予定価格24億7,000万円以上の工事

請負契約及び２億4,000万円以上の設計、測量、地質調査等建設工事に関わる委託契約となっ

ている。 

（２） （１）の特定調達の金額の範囲は、平成28年１月25日付け総務省告示第18号により、平

成28年４月１日から平成30年３月31日までの間に締結される契約について適用される。その

一般競争入札は、高知県特定調達契約事務取扱規則（平成７年高知県規則第125号）により取

り扱う。 

（（３） 省略） 

 

 ２ 入札参加資格 

（１） 特定調達の入札参加者は、毎年度告示（建設管理課（建設業担当）が県公報に登載して

告示する。）する特定調達入札参加資格申請の方法による入札参加資格を、次のとおり有して

いなければならない。 

① （省略） 

② ①以外の者は、特定調達一般競争入札参加資格審査申請を行い、入札参加資格が認めら

れること 

（（２）及び（３） 省略） 

（４） 特定調達案件においても、入札参加資格要件として同種・類似工事の施工実績を求める

ことは認められる。配置予定技術者についても、適正な有資格及び同種・類似工事の従事経

験を求めることができる。 

（（５） 省略） 

 

（４） （３）で、仮契約締結後本契約成立までの間に当該仮契約締結の相手方が（１）の①か

ら⑤までに該当した場合には、当該事案に応じて仮契約を取り消すこと、又は本契約を締結

しないことがある。この取扱いは、入札公告に明記する。 

（（５） 省略） 

 

第６ ＷＴＯ政府調達協定の対象となる一般競争入札 

 １ 対象案件 

（１） 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）の対象となる契約（以下「特定調達」という。）は、予定価格20億2,000万円以上の工事

請負契約及び２億円以上の設計、測量、地質調査等建設工事に関わる委託契約となっている。 

 

（２） （１）の特定調達の金額の範囲は、平成26年１月24日付け総務省告示第11号により、平

成26年４月１日から平成28年３月31日までの間に締結される契約について適用される。その

一般競争入札は、高知県特定調達契約事務取扱規則（平成７年高知県規則第125号）により取

り扱う。 

（（３） 省略） 

 

 ２ 入札参加資格 

（１） 特定調達の入札参加者は、毎年度告示（建設管理課（建設業担当）が県公報に登載して

告示する。）する特定調達入札参加資格申請の方法による入札参加資格を、次のとおり有して

いなければならない。 

① （省略） 

② ①以外の者は、特定調達一般競争入札参加資格審査申請を行い入札参加資格を認められ

ること 

（（２）及び（３） 省略） 

（４） 特定調達案件においても、入札参加資格要件として同種・類似工事の施工実績を求める

ことは認められる。配置予定技術者についても、適正な有資格及び同種・類似工事の従事経

験は求めることができる。 

（（５） 省略） 
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第７ その他 

 

２ 施行期日 

（省略） 

この要領は、平成28年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ その他 

 

２ 施行期日 

（省略） 

 

 


